令和４年度　西部支部業務委員会研修会　報告書
テーマ「介護支援専門員の職域と職責について」
講師　：中　健太郎氏　一般社団法人　徳島県介護支援専門員協会　副理事長
開催日：令和5年1月14日（土曜日）　会場：サンコーファーマシーカルチャーセンター　
研修形式：集合研修ならびにzoomオンライン研修（ハイブリット形式）
主催　：徳島県介護支援専門員協会西部支部　
対象者：西部支部の介護支援専門員　吉野川市・阿波市・美馬市・三好市・つるぎ町・東みよし町の事業所所属、西部支部内の住所にお住まいの方
参加者：5名（主任介護支援専門員４名・介護支援専門員1名）
研修内容（司会：伊庭利光西部支部長）
9：3０　西部支部長開会挨拶・位頭薫副理事長挨拶
9：35　講義（中　健太郎先生）
10：25　参加者全員でのワーク討議　感想・質疑応答
11：00　中健太郎講師からの回答
11：20　位頭薫副理事長　まとめ
11：30　閉会

【講義内容について】
介護支援専門員の職域と職責について、東部支部、西部支部の介護支援専門員に対して、事前アンケートを取った結果、職域について、だいたい理解している人が大半を占めているが、介護支援専門員の職域以外の業務をした事があると答えた方が，100％いた。内容として、介護保険以外の代行申請が８割、また、入院準備や入院時の付き添い、救急車への同乗が５割以上いた。介護支援専門員の職域は理解されていないと感じている方が多く、職責や職域について発信していく必要があると答えた方が全員であった。代理と代行について、法定代理人は、親権者、未成年後見人、成年後見人、以外は代理権を持たない「任意代理人」となり、法的根拠は乏しい。介護支援専門員は、任意代理人になる。している事の法的根拠はなにか。契約書を交わしているのかどうか。第三者にきちんと説明できる状況でしないといけない。根拠を持って行う。救急者への同乗についての規定を確認する。救急隊員は、救急車への同乗を求める事ができるが、同乗しない事を理由に救急搬送しない事は適切ではない。指定居宅介護支援事業所の具体的取扱方針第13条の介護支援専門員の職域をきちんと行い、明確な理由を持ち、+αの事を行う事との講義をしていただき、日頃、ケアマネが、困っている事や疑問に思っている事の解決策が見つかり、大変参考になった。
【研修の効果ついて】
「今回の研修を受けて、日頃、困っている事が、解決して、良かった、今後も具体的でわかりやすい研修をお願いしたい」といった感想が聞かれた。
アンケート結果では、講義の内容、ケアマネの職責、職責について満足したとの結果がみられた。介護支援専門員が実際に行った事に対しての振り返りや、困り事に対する解決策が、
見つかり、有意義で、効果のあった研修会であった。今後は、参加していない地域の介護支援専門に対しての発信と、事前アンケートの結果で出た課題に対して、更なる取り組みの必要性があると考える。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文責：小山まゆみ（業務委員会　委員）
